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１．課題の設定

平成20年６月11曰、いわゆる社会教育三法と言われる社会教育法、図書館法、博物館法の改正がな

された。周知の通り、平成18年12月の教育基本法改正を直接の契機とした法改正であり、文部科学省

の施行通知では「今回の改正は、教育基本法の改正（平成18年12月）を踏まえ、社会教育行政の体制

の整備を図るため、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務、教育委員会の事務、公民館、図書

館及び博物館の運営、司書等の資格要件等に関する規程を整備するものである」と説明されている、。

一方、およそ60年ぶりに改正された新教育基本法は、平成12年の教育改革国民会議報告書「教育を

変える17の提案」を直接の契機として2)、平成15年中教審答申「新しい時代にふさわしい教育基本法

と教育振興基本計画の在り方について」を受けるかたちでの改正であった3)。すなわち、前者におけ

る３提案（｢新しい時代を生きる曰本人の育成｣、「伝統、文化など次代に継承すべきものを尊重し、

発展させていくこと｣、「教育基本法の内容に理念的事項だけでなく、具体的方策を規定すること｣)、

後者における４提案（｢信頼される学校教育の確立｣、「『知』の世紀をリードする大学改革の推進｣、

｢家庭の教育力の回復，学校・家庭・地域社会の連携・協力の促進｣、「生涯学習社会の実現｣）を受け

た教育基本法の改正である。

こうして見ると、新教育基本法の施行に伴う今時の社会教育法の改正は、「新しい時代」に相応し

い「教育の在り方」の連続的な議論とその構想の下に一定のかたちを与えられたものと解されよう。

しかしながら、現実に進行する社会教育行政の動態は、平成11年７月に成立しＩ平成12年４月に施行

となった地方分権一括法（｢地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律｣）と、それ

に伴う地方自治の進行により、極めて多様な在り方を示していると言わざるを得ない。

小論では、上述の状況を踏まえ、今時改正された社会教育法改正の要点を概観し、社会教育が如何

なる方向に歩もうとしているのかを確認する（Ⅱ)。加えて、そうした社会教育の新たな方向`性の－
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方で、地方自治の推進とともに顕れた社会教育行政の多様な実態を捉えるとともに（Ⅲ)、多様化さ

れた社会教育行政が社会教育概念そのものの変容を伴うことを指摘し（Ⅳ)、改正社会教育法による

構想と進行する社会教育行政の実態との「ズレ」から抽出される社会教育行政の今曰的課題を明らか

にしたい（Ｖ)。

Ⅱ社会教育法の改正

平成20年６月11日に改正された社会教育法の変更点は、文部科学省の施行通知（20文科生第167号）

によって以下のように説明されている。

改正法の概要（平成20年法律第59号）

ア教育基本法の改正を踏まえた規定の整備等（第３条及び第５条関係）

①国及び地方公共団体が社会教育に関する任務を行うに当たって，国民の学習に対する多様

な需要を踏まえ，これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行う

ことにより，生涯学習の振興に寄与するものとなるよう努めるものとすること。

②国及び地方公共団体が社会教育に関する任務を行うに当たっての配慮事項として，社会教

育が学校，家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとな

るよう努めることを加えること。

③教育委員会の事務に，次の事務を規定すること。

（ｉ）家庭教育に関する情報の提供に関する事務

（ii）‘情報の収集及び利用を円滑かつ適正に行うために必要な知識又は技能に関する学習の

機会を提供するための講座の開設等の事務

（iii）主として学齢児童及び学齢生徒に対する，学校の授業の終了後等に学校等を利用して

行う学習等の機会を提供する事業の実施等の事務

（iv）社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して学校，社会教育

施設その他地域において行う教育活動等の機会を提供する事業の実施等の事務

（ｖ）社会教育に関する情報の収集，整理及び提供に関する事務

イ公民館の運営状況に関する評価及び改善並びに関係者へのＩ情報提供（第32条及び第３2条の２

関係）

公民館はその運営状況の評価及び改善並びにその運営に関する地域住民等関係者への｣情報提

供に努めるべきこととすること。

ウ社会教育関係団体に対する補助金の交付に係る諮問の例外（第13条関係）

地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする際に義務付けられている

社会教育委員の会議への意見聴取について，当該地方公共団体に社会教育委員が置かれていな

い場合には，社会教育に係る補助金の交付に関する事項を調査審議する審議会その他の合議制

の機関をもって，これに代えることができることとすること。

工社会教育主事となる資格を得るために必要な実務経験の範囲の拡大（第９条の４関係）

社会教育主事となる資格を得るために必要な３年以上の実務経験の対象として，司書，学芸

員等，学校や社会教育施設における一定の職を加えること。

オその他（第９条の３関係）

①社会教育主事は，学校が社会教育関係団体等の関係者の協力を得て教育活動を行う場合に

は，その求めに応じて助言を行うことができることとすること。

以上が今時の社会教育法改正の概要である。本来であれば、立法目的や立法事実に触れながら解説

を行うべきところであるが、紙面の都合上、そして本稿の目的上の理由によって割愛する。むしろこ
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こで確認すべきは新社会教育法の戦略的・戦術的なベクトルであり、上記のような改正内容を持つ新

社会教育法が、手法として学校・家庭・地域住民との連携強化を志向し、対象として、家庭や学齢児

童・生徒を捉え、それらに対する支援の強化や事業の新設を促している点が注目されるのである。

これらの強調された要点は、繰り返し述べてきたように、平成18年12月に施行された新教育基本法

を受けたものであり、関連条項は第10条（家庭教育)、第12条（社会教育)、第13条（学校、家庭及び

地域住民等の相互の連携協力）となる。もちろん、旧教育基本法下旧社会教育法においても、学校と

の連携や家庭教育の向上に資する取組は第３条２項に規定され、社会教育行政の重要な事務とされて

はいた。しかしながら、新法第３条３項、第５条７項、同13項、同15項、第９条２項において明記さ

れた「学校」・「家庭」・「地域住民」のワード群は、新社会教育法がより一層、学校教育との連携を深

め、家庭や地域住民の教育に取り組むべき姿勢を強調するものとなっている。

そしてこのことは、平成12年の教育改革国民会議報告書「教育を変える17の提案」や平成15年中教

審答申「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」を受けた新教育

基本法への連動であるとともに、平成20年２月の中教審答申「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興

方策について～知の循環型社会の構築を目指して～」を受けての動向であることが指摘されているの。

中教審答申「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について～知の循環型社会の構築を目指し

て～」の核心は、生涯学習の振興に際して「個人の要望」を踏まえるとともに「社会の要請」を重視

した上で、社会全体の教育力の向上を期し、目標の共有化をなすとともに社会教育がより積極的に学

校や家庭、地域社会に出向いていくべきことを示唆しているところにある。今時改正された社会教育

法は、全体として、軸足を学校に定め、家庭や地域社会に対しより積極的な事業展開を志向するもの

であるが、そうしたニュアンスは、まさに、各種答申や新教育基本法の趣旨に添った動向と言えよう。

ところで、昭和24年に制定された社会教育法は、我が国における戦後民主化教育改革において極め

て重要な位置を占めるものであった。社会教育法が規定する社会教育行政は、「それが国民相互の自

主的な自己教育活動にたいする非権力的な助成行政であることが自明の理とされ、公権力の社会教育

活動への関与のあり方もまた、『環境の醸成」にかぎられるべきだという認識が一般化していた」と

指摘されるように5)、憲法第26条（教育を受ける権利）の具体的表現として、人々の自主的な学習、

すなわち「社会教育の自由」の保障によって進められるべきものであったい。

しかしながら、昭和25年から始まる幾多の改正を経て、就中、昭和34年の大改正を経て、その変容

のベクトルは「行政主導型社会教育の体系化のこころみ」と評価されるものとなっている7)。そうし

た過程を振り返った時、今時の社会教育法の改正が、その延長線に位置するばかりか、むしろ家庭や

学齢児童に対しより明確な「教育者一被教育者」関係の構築を企図している点で、戦後における社会

教育の歩みのなかでも極めて学校教育的なもの、行政主導的なものとなっていることが窺われよう。

我が国社会教育の創始者と言われた乗杉嘉寿は、かつて、社会教育を「個人をして社会の成員たる

に適応する資質能力を得せしむる教化作業である」と定義し8)、学校教育及び家庭教育との関係を次

のように指摘している。「社会教育は学校教育の延長であり、拡充であり又新刺激を与うるものであ

るけれども、之が健全なる発達と進歩とは又学校教育の力に待つこと頗る大であって、結局此両者は

相依り相助けて行うべき」であり、また社会教育は、「家庭教育に対し之を延長し補充すると共に、

家庭教育其の物の改善上進を図る」ものであると9)。或いはこれが社会教育の本質なのであろうか、

いま構想されている社会教育の在り方は、単なるアナロジーの域を超え、恰もある種の先祖返りを果

たした感が拭えないのである。

そしてもう一つ想起されるべき重要な点は、乗杉が社会教育を推進した大正時代は、成人教育の系

譜が二極分化した時代であったことであるが、文部省と内務省の成人教育（教化）政策を巡る二極化

は、いま現在の、教育委員会と首長部局との社会教育を巡る相克として現出している感がある。学校

教育の延長として、またその補完として構想された今時の改正による社会教育の新たなコンセプトは、
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しかしながらその一方で、地方分権の推進をひとつの契機として、一般行政化のベクトルに振れなが

ら極めて多様化しつつあるのであり、社会教育が目的的な行政活動としての`性格を強めれば強めるほ

ど、むしろ教育行政の範蠕から乖離していくという事態に撞着しているのである。章を改め、地方分

権の進行に際し地域づくりや市民協働といった文脈から社会教育が展開されていく動態を確認したい。

Ⅲ、社会教育行政の変容

平成11年７月に成立、翌12年４月に施行となった「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等

に関する法律」（以下、地方分権一括法）は、改正地方自治法を中心とした475本の法改正を内容とす

るものであり、①機関委任事務の廃止、②国による自治体への「関与」の廃止．縮減、③国による自

治体への「必置規制」の廃止・緩和等によって国と地方自治体の関係を大きく変更するものであった。

これをひとつの契機とし、全国の自治体は拡大した行政裁量と逼迫した財政状況の下、当該自治体に

相応しい行政サービスの規模と手法を模索し始めた。

こうした自治体行政における基盤変動にあって、社会教育行政（生涯学習行政）の在り方が、極め

て多様化している10)。所管課の観点から言えば、首長部局と教育委員会の２つの系統に分化し、前者

の場合でも、地域づくりの観点から所掌される場合と市民協働の観点から所掌される場合、後者で言

えば、行政による直接的な事業展開に代わり、住民組織がイニシアティブを執る場合などが散見され

るようになってきた。また、それらの輻轤的な顕れとして、成人の再教育に係る事業が多くのアクター

によるネットワーク型支援として展開されるケースも増加しており、まさに、社会教育行政は、地方

分権下において極めて多様な在り方を示しつつあるということが指摘できるのである。いくつかの事

例を挙げてみよう。

１）地域づくりの観点から社会教育が首長部局によって所管される事例

こうした事例としては、岩手県花巻市を挙げることができる。花巻市は、平成18年１月１日、旧花

巻市・大迫町・石鳥谷町・東和町を廃し新設合併された新市である。合併に際しては、「地域資源や

マンパワーを結集・共有」し、「安定した財政基盤を備えた新たな体制」の構築が目指されたu)。

合併当初、教育委員会生涯学習振興課が所掌していた社会教育行政は、翌年の平成19年４月に実施

された組織改革によって再編され、首長部局である地域振興部生涯学習課へと移管された（平成20年

からは国際交流関連事業が加わり生涯学習交流課へと改称)。この移管と時を同じくして、新市内の

公民館は廃止され、新たに花巻市振興センターが設置された。社会教育行政に関する事務は、平成１９

年４月１曰に施行された「花巻市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則」（平成１９

年３月23曰制定、平成20年３月24日改正）により、地域振興部生涯学習交流課が処理している。

市内26箇所の小学校区に設置された振興センターは、「小さな市役所」として位置づけられ、地域

住民の生活に対し総合行政的にサービスを提供する施設であるが、社会教育行政に関する事務、例え

ば、各種学習機会の提供やコミュニティ形成のための支援事業も、合併に係り花巻市が課題とする地

域づくり行政の文脈から、地域振興部生涯学習交流課所管の下、振興センターにおいて実施されてい
る。

２）市民協働の観点から社会教育行政が首長部局によって所管される場合

市民協働の文脈による変動では、福岡県宗像市が注目される。２度の合併を経て成る現在の宗像市

は（平成１５年に宗像郡玄海町と、平成17年に宗像郡大島村と)、平成17年に「第１次宗像市総合計画」

を施行するとともに、平成18年には「宗像市市民参画、協働及びコミュニティ活動の推進に関する条

例」を施行し、「協働｣、「共生｣、「自律」を基本理念とする行政を志向している'2)。

上記条例の設置に先立ち、平成17年４月１曰には「宗像市教育委員会の権限に属する事務の補助執
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行に関する規則」（平成16年12月28曰制定）が施行され、社会教育（生涯学習）関連の事務は首長部

局である市民協働部市民活動推進課によって補助執行されることとなった。「協働｣、「共生｣、「自律」
を目指した移管である。

所管課の変更は、提供される学習サービスのコンセプトそのものの変更となって顕れている。市民

活動推進課は、まさに、市民との協働や行政への市民参画を推進するためのセクションであり、実施

されている「ひとづくりでまちづくり講座」や「むなかた協働大学」といった地域人材の育成に係る

講座群は、受講者がその後宗像市との具体的な協働をなすことが条件付けられた講座、すなわち、明

確な「出口」を想定した極めて目的志向的な講座群となっている。

もちろん、学習すること白体を目的とし得る講座群も用意されている。「有志指導者」が講師とな

り市民団体が運営する「むなかた市民学習ネットワーク｣、市内に所在する大学やＮＰＯ・ボランティ

ア団体との連携による「ルックルック講座」などは、学習という活動そのものにも意義を見いだして

はいるが、宗像市が課題とする市民協働の文脈から展開される社会教育行政は、全体として、従来型

の社会教育行政とは大きな相違点を持つものとなっている。

３）教育委員会が所管課となり住民自身が学習支援の主体となる場合

極めて著名な事例となるが、この場合の事例としては東京都墨田区が代表となろう'3)。現在、墨田

区の生涯学習事業の中心的機関である「すみだ生涯学習センター」には、大きく、学習提供をなす

｢ガーデン事業」と「プラネタリウム事業」があるが、前者はＮＰＯ法人「すみだ学習ガーデン」によ

る自主企画・運営、後者は教育委員会からの受託事業として、同法人が事業を実施している。

教育委員会が担う墨田区の生涯学習施策は、当初、住民参加を想定してはいなかった。平成15年に

策定された「墨田区生涯学習推進計画」では、指導者の育成・発掘・活用やボランティアの育成・活

用が構想されるに留まっており、翌年、区民による自主運営事業が動き出し、その推進を担う「生涯

学習推進委員会」が発足するが、その事務局には、行政からの支援として４名の職員が配置されてい
た。

「生涯学習推進委員会」がＮＰＯ法人「すみだ学習ガーデン」へと発展するのは平成11年、いわゆ

るＮＰＯ法が成立した年であったが、以後、同法人の活動は活発化し、平成13年には事務局に対する

支援者として配置されていた墨田区職員がすべて引き上げとなり、現在のような住民主導による学習

支援体制が布かれている。

４）多くのアクターがネットワークを形成し人材育成事業を実施する場合

最後は、上記したすべての要素を包含するかたちで、社会教育（生涯学習）行政の新たな在り方を

提示する事例として注目される文部科学省「再チャレンジのための学習支援システムの構築」事業で

ある'4)。同事業は、平成17年に内閣官房によって取りまとめられた「再チャレンジ支援総合プラン」

に位置付く事業であり、平成19年度では、全国で16の事業体が文部科学省より採択されている。

この事業は、大学等の高等教育機関や企業、地方公共団体、ＮＰＯ法人等のさまざまなアクターに

よって構成される「再チャレンジ学習支援協議会（仮称)」を設置し、人材育成に係る調査・事業企

画を進め、学習活動を経て社会参加や就業、起業等の新たなチャレンジをしようとする人々に対する

学習相談と学習機会の提供をなすものである。

このこと自体、第１セクターによる直接的な学習提供という旧来的な社会教育（生涯学習）行政の

手法と大きく異なるものであるが、さらに注目されるのは、実施されている16事業のうち、その事務

局を担うのは教育委員会４、首長部局２、大学４、社団法人２，ＮＰＯ法人４という構成となってい

る点である。文部科学省が示す条件には、「都道府県教育委員会又は市教育委員会は必ず含まれるも

のとする」という記述があるが、同事業の中心機関が必ずしも教育委員会ではない事実は、上記１）
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～３）の事例に見た首長部局、住民組織（ＮＰＯ法人）に加え、大学や社団法人など多くのアクター

が社会教育に係る事業の重要な実施主体となっていることを明示しているのである。

こうして見ると、Ⅱにおいて確認した新社会教育法のベクトルと現在進行しつつある社会教育行政

の動態との間には、少なくない懸隔があると言えよう。もちろん、ここで取り上げた事例は現行の社

会教育行政のスタンダードではなく、また、社会教育法が改正されてまもなくの法律であることを考

えれば、この懸隔は狭まっていくものなのかも知れない。

しかしながら、こうした実態は社会教育行政の実施主体の多様化の進行を示していることは紛れも

ない事実であり、のみならず、そこには、社会教育概念そのものの変容という事態を看取することさ

えできるのである。章を改め言及したい。

Ⅳ、社会教育概念の変容

以上の事例は、社会教育行政を巡る多様化の現状を主に体制の変容から見てきたに過ぎないが、そ

こには、単に所管課の変更や学習供給主体の変容のみならず、社会教育概念そのものの変容・再編の

兆候を看取することができよう。改めて、その背景を整理すると以下の点が挙げられる。

まず第１に、社会や人々の成熟による学習活動のコンセプト転換である。山崎正和がすでに指摘し

たように、消費社会における学習行為はある種の文化的な自己表現活動となり、人々の志向は、従来

の「聴く／習う」という受動的なスタイルから、「する／教える」という能動的なスタイルに移行し

つつある'5)。社会教育行政の大きな領域を占める学習提供事業は、従って、住民自身を学習機会の提

供者として成立させるに至っているのである。松下圭一の議論を持ち出すまでもなく'6)、もはや住民

は、教育されるだけの対象ではなくなって来ていることが確認されるのであり、社会教育が持つ意味

合いも、自ずと、変容していくのである。

第２に、上記と関連し、いわゆる行政改革と新自由主義的政策の進展が挙げられる。成熟した住民

による相互の学習活動を「住民による学習提供」へと置換し、非権力的環境醸成を住民そのものへの

｢委託／指定管理」へと読み替えることで、学習供給主体の変容のみならず、社会教育行政の手法そ

のものを変容させる事態が進行しつつある。先に見た墨田区事例はこれを示しており、全国的に見て

も、社会教育施設にＮＰＯ法人や住民団体が指定管理者として参入するケースは枚挙に暹がないほど

になってきている'7)。

第３に、社会課題の領域拡大による学習内容（学習課題）の多元化／多様化の状況が挙げられる。

上記２点とも関わるが、成熟社会にあって行政や住民が抱える社会課題は多様化し、個別化し、且つ、

高度化している。同時に、住民そのものが、もはや公共サービスの受容者に留まるものではなく、自

身で解決をする主体として、或いは、解決のための知見を提供する供給者に転じているなかで、社会

における学習活動の内容が、従来のそれと大きく変容しつつあるのである。いわば、文化的な充足を

求めて行う学習活動が従来のそれであったとするならば、そうした活動に加え、自らが生きる地域・

コミュニティの維持・発展に資するスキル、自らが生きる自治体との協働をなすためのスキルが、社

会の側からも、住民の側からも求められているのである。

こうした学習内容（学習課題）の変化は、先にみた宗像市事例のように、従来的な学習活動を住民

の自主企画・運営で進めつつも、より、目的志向的な学習機会を追加設置するという学習提供事業の

多元化をもたらすものとなり、また、地域づくりや協働、或いは、高度職業人としてのスキルを求め

ると言った新たな学習課題の出現は、自ずと、学習内容を多様化させ、従って、所管する部局や事業

を支援するアクターを多様化させるものとなるのである。先に見た再チャレンジ事業がこれに該当し

よう。

少なくとも以上に見た３点を契機として、社会教育概念は大きな変容を示し、それに伴い、教育委
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員会事務としての社会教育行政という認識は自明なものではなくなりつつある。社会教育を巡る専管

性の瓦解と言えようか、成熟社会の要請として、新自由主義的潮流の要請として、或いは、地方分権・

住民自治の要請として、これまで漢たる輪郭のなかで留保されてきた社会教育概念は、社会形成のた

めの有力な方途として多くのセクターからの期待を集めながら、その含意が個別・細分化されつつも、

明瞭、且つ、多様な内実を与えられようとしているのである。

Ｖ・おわりに

以上、社会教育法の改正が、教育基本法の改正を契機として、教育施策の連続的な議論を経てなさ

れた一方で、現実に進行する社会教育行政が、極めて多様な在り方を示していることを見てきた。僅

かな事例による敷桁の危険を恐れずに言えば、社会教育は、成熟社会や新自由主義の潮流、そして地

方分権の観点から明瞭な定義を与えられ、社会形成の原動力としてこれまで以上に多くの期待を集め

ているように見える。そして小論の立場はこうした現状に対し否定的なものではなく、住民の学習活

動が、住民自身の課題解決に資するものとなる大きな可能性をそこに看取するのである。

むしろ、そうした動向にあって今時の社会教育法改正が、学校教育との距離を詰め、場合によって

は学校教育との融合・融解の意思を裡に秘めながら、教育委員会事務としての社会教育に固執するな

らば、それは由無いセクショナリズムの顕れとして大いに批判されて良い'8)。教育委員会の存廃論に

際し学校教育への特化によってその存続が提唱されることがあるなかで'9)、学校という牙城への接近

を以て社会教育の意義を再構築することは、社会教育が本来的に有している独自の可能性を倭小化す

るものとさえなるからである。

とはいえ、事例において示したような社会教育の動向にも残された課題があり、学校との関連にお

いて社会教育を展開する新社会教育法的な構想にも新たな可能性がある。

例えば前者の課題として、社会教育を主導する際の専門性の議論が残る。地域づくりや協働の推進

と言った場合、確かに首長部局当該所管課による明確な目的意識とリーダーシップによる学習機会の

提供は、体系的なスキルの伝達と習得された知見の社会還元・環流と言った意味において大いなる成

果を挙げようが、行政によって「出口」管理される学習施策は、「主導」から「誘導」へと容易に転

化し得るものである。これまで、「社会教育の自由」を堅持しながら培われた社会教育の専門性は、

到達点としての「自己決定型学習」と、学習ニーズの前提そのものを問い直す「意識変容の学習」を

用意する専門性であった20)。課題そのものの背景からアプローチまでの道筋、解決に向けたプロセス

の検証と得られた成果の不断の再考を促す社会教育の専門性を如何にして担保するのか21)、新しい主

体による学習提供の在り方が検討されなければなるまい。

一方、後者の可能性で言えば、佐賀市教育委員会による社会教育行政の卓越した実践が注目され

る22)。紙面の都合上詳細は他の機会に譲るが、佐賀市では市の教育基本計画として「市民性をはぐく

む教育」の実現を掲げている。「市民性をはぐくむ教育」とは、「こどもを単なる保護の対象としてみ

るのではなく、市民の－人として捉え、将来の“さが,，を担っていくために必要な力をみにつけさせ

ていく学校と地域の協働の営み」である。子どもたちに用意する環境として、「地域の中での出番」

を創造し、「自分の考え、力でやり遂げる役割」を与え、「やり遂げたことに対しての承認」をなすと

いうこの理念が、学校教育と社会教育双方にとっての新たな教育理念として共有され、両者がその実

現に向けて取り組んでいる。学校教育では、教科等の授業と地域で実施する社会体験活動を組み合わ

せた学習を展開しているが、そうした取組に対し社会教育は、単に学校教育の補完や形式的な連携に

留まることなく、同じ目的に向かい、独自のフィールドとスキルを提供している。この事業の卓越し

た点は、それが子どもたちに対する所期の目的を果たすだけでなく、大人たちにとっても地域創造の

ための豊かな学習機会となっている点であり、学校教育と社会教育双方にとって、変革の契機となっ

ている点である。
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これまで見てきたように、社会教育はいま、多くの観点から多様な性格を与えられ、社会形成の原

動力として寄与しようとしている。地域づくりや協働の観点から推進されるそれは、学習という行為

が持つ無量の含意を看過する危険性を孕みながらも明瞭な創造的営為として定位されようとしており、

佐賀市の如く、新教育基本法及び新社会教育法の構想が独自の理念によって主体的に具体化されたな

らば、旧来型の社会教育を超えたより可視的な成果を生むものとして飛翔するのである。

こうしてみると、小論において取り上げたいくつかの事例が我々に示唆するものは、当該自治体に

固有の課題とそれを打開するための理念が明確に掲揚された時、社会教育（行政）には想像を超えた

可能性と、極めて多様な手法が存在するということかも知れない。社会課題に対時するステークホル

ダーの認識次第で、社会教育は生かされもし、殺されもするというのが社会教育（行政）の今曰的位
相と言えるのである。

無論、そこに大きな課題が内在していることは既に指摘した通りである。さらに付言するならば、

地方分権の推進や新自由主義的施策の進行によって人々の学習権保障に「格差」が生じることは許さ

れず、そうした可能性に対処するためには行政の新たな責任論が議論されなくてはなるまい23)。社会
教育の分水嶺に際会し、継続的な検証が求められるであろうこれらの点に関しては記して今後の課題
としたい。

付記：本論文は、科学研究費補助金基盤研究（Ｂ）「ネットワーク型ガバナンスによる教育支援シス

テム再編に関する曰英比較研究（課題番号19330184)」（研究代表：宮腰英一）及び、科学研究

費補助金基盤研究（Ｂ）「地方行政基盤の変動による生涯学習施策の転換に関する調査研究

（課題番号20330163)」（研究代表：背戸博史）の成果の一部である。
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